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特定用途誘導地区について 

 

１．背景 

  市では、四日市市総合計画において、「WE DO 四日市中央通り」として中心市街地の高次都

市機能の集積を図るため、近鉄四日市駅・JR 四日市の駅前広場や中央通りの歩行空間の整備、

再開発などの民間投資の誘導に取り組むとともに、交流人口の増加を図るため、多くの方が滞

在できるような環境整備に取り組んでいる。 

  こうした中で、中心市街地の再開発と併せて、市では民間事業者と新図書館を中心とした複

合施設の整備を計画している。施設の整備にあたっては、都市機能の誘導や土地の高度利用を

図るため、都市計画法に基づく地域地区の１つである「特定用途誘導地区」の活用を想定して

いる。 

 

新図書館整備予定場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．特定用途誘導地区の概要 

 「四日市市立地適正化計画」に定められた都市機能誘導区域に誘導施設を有する建物を整備す

る場合に誘導施設の用途に限り容積率の緩和が可能。 
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都市機能誘導区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誘導施設 

機能 誘導施設 

行政 市役所 

商業 百貨店、複合型商業施設 

教育文化 

図書館 

博物館 

文化会館 

文化交流施設 

コンベンション 

大学・専門学校 

※ｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽ、学術研究施設含む 

 


